
【もとむら賢太郎 プロフィール】1970年4月生まれ。相模台幼稚園・桜台小・相模台中・県立麻溝台高・青山学院大卒。本村和喜参議院議員秘書、東鉄工業㈱を経て、藤井裕久衆議院議員秘書。平成15年神奈川県議選に選挙区最年少で初当選、平成19年にトップの得票で再選。平成21年衆議院議員初当選。平成24年総選挙で惜敗。平成26年12月衆議院議員再選。民進党国対副委員⾧、党神奈川県連代表、衆議院文部科学委員会理事、国土交通委員会理事、議院運営委員会理事などを歴任。平成29年10月3期目当選。希望の党副幹事⾧、党国民運動委員⾧を務める。平成30年5月、国民民主党の結成に伴い、無所属議員となる。現在、院内会派無所属の会のメンバーとして、衆議院国土交通委員、災害対策特別委員として活動。

１０月２４日に秋の臨時国会が召集されました。１２月１０日までの４８日間という短い会期ですが、充実した審議ができるよう努めてまいります。ɻ今国会は、平成最後の臨時国会となります。新たに予定されている内閣提出法案は、１３件。条約は３件。通常国会からの継続法案は、４件。また、今年相次いだ災害対応のための補正予算の審議も予定されています。ɻさらに、来年１０月に消費税を予定通り１０％に引き上げることを安倍総理が１０月１５日に表明しました。同時に消費の冷え込み対策を政府では検討しているようですが、国民生活に直結する話ですから、しっかりと議論をしなければなりません。ɻこうして皆様に消費増税をお願いしているにも関わらず、参議院の定数６増がなされたことにはやはり強い怒りの声が多くの方から寄せられています。増税分が約束通り社会保障に使われているのかも疑問です。消費税再増税を前に、改めて使途のチェックが必要なのではないでしょうか。ɻこの臨時国会は、新たな閣僚で臨む初めての国会でもあります。各大臣の所信表明やそれに対する質疑も予定されていますので、資質についても厳しくチェックしてまいります。
≪第１９７回国会(秋の臨時国会)で提出が予定されている主な法案≫※継続案件含む
○水道法の一部を改正する法律案（継続）○海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案○天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律案(仮称)○入出国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案(仮称)○成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(継続)○経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定
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